
トピックス

市政市政
トピックストピックス

仕
事
と
住
宅
を
失
っ
た

方
に
対
す
る
新
し
い

支
援
が
始
ま
り
ま
し
た

　
急
激
な
経
済
情
勢
の
悪
化
に
よ
り
、

仕
事
と
住
宅
を
失
っ
た
（
も
し
く
は
失

う
お
そ
れ
の
あ
る
）
方
を
支
援
す
る
た

め
、
新
し
い
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

Ⅰ
住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事
業

　
離
職
し
た
方
が
、
就
職
活
動
を
行
い

就
労
す
る
た
め
に
必
要
な
安
定
し
た
住

居
を
確
保
す
る
た
め
、
ア
パ
ー
ト
な
ど

の
住
宅
費
を
給
付
し
ま
す
。

支�

給
額
　
３
万
６
，
０
０
０
円
（
単
身

世
帯
の
場
合
）

支
給
期
間
　
６
か
月
以
内

主
な
支
給
要
件

①
２
年
以
内
に
離
職
し
て
い
る
こ
と

②
原
則
と
し
て
収
入
が
な
い
こ
と

③
預
貯
金
が
一
定
額
以
内
で
あ
る
こ
と

　�（
単
身
世
帯
の
場
合
50
万
円
、
複
数

世
帯
の
場
合
100
万
円
）

④�

就
職
に
向
け
た
活
動
を
行
っ
て
い
る

こ
と
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
求
職
申

込
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
）

問
合
せ
先

　
い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
９
８
７
１

　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　

Ⅱ
臨
時
特
例
つ
な
ぎ
資
金
の
貸
付

　
失
業
給
付
な
ど
の
公
的
支
援
を
受
け

る
ま
で
の
間
の
つ
な
ぎ
支
援
と
し
て
、

住
居
の
な
い
離
職
者
に
当
面
の
生
活
費

を
貸
し
付
け
ま
す
。

貸
付
限
度
額
　
10
万
円

利
子
　
無
利
子

連
帯
保
証
人
　
不
要

問
合
せ
先

　
高
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
52
―
２
０
０
２

Ⅲ
生
活
福
祉
資
金
（
総
合
支
援
資
金
）

の
貸
付

　
失
業
者
な
ど
、
日
常
生
活
を
営
む
う
え

で
困
難
が
あ
り
、
他
の
公
的
給
付
を
受
け

ら
れ
な
い
低
所
得
者
世
帯
に
対
し
、
生
活

支
援
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。

※�

各
資
金
ご
と
で
貸
付
条
件
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
高
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
52
―
２
０
０
２

成
人
式
の
ご
案
内

　
20
歳
を
迎
え
た
こ
と
を
記
念
し
て
、

成
人
式
を
開
催
し
ま
す
。

　
案
内
状
は
、
市
内
の
中
学
校
を
卒
業

し
た
方
を
対
象
に
、
成
人
式
実
行
委
員

会
か
ら
11
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　
市
外
の
中
学
校
を
卒
業
し
た
方
や
中

学
卒
業
後
に
転
居
し
た
方
は
、
は
が
き
に

必
要
事
項
（
①
氏
名
、
②
住
所
、
③
電
話

番
号
）
を
記
入
の
う
え
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ

グ
ル
ー
プ
ま
で
ご
送
付
く
だ
さ
い
。

開
催
日
　
平
成
22
年
１
月
９
日
㈯

・
受
付
　
午
前
10
時
30
分
～

・
写
真
撮
影
　
午
前
11
時
30
分
～

・
パ
ー
テ
ィ
ー
　
午
後
１
時
～

と�

こ
ろ
　
衣
浦
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
雲
竜

の
間

会
費
　
４
，
０
０
０
円

※
当
日
、
受
付
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

※�

当
日
撮
影
す
る
ク
ラ
ス
写
真
を
希
望

す
る
方
は
、別
途
２
，０
０
０
円
（
１

枚
あ
た
り
）
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

主
催
　
高
浜
市
成
人
式
実
行
委
員
会

申
込
・
問
合
せ
先

　
〒
444
―
１
３
９
８
（
住
所
不
要
）

　
市
役
所
文
化
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
331
）

生活福祉資金（総合支援資金）の貸付

貸付の種類

住宅入居費 40万円以内

生活支援費 2人以上の世帯　月額20万円以内
単身世帯�月額15万円以内

一時生活再建費 60万円以内
償 還 期 間 6月の据置期間経過後20年以内

連帯保証人 原則1名必要
ただし、連帯保証人がいなくても貸付可能

利　　　子 連帯保証人がいる場合は無利子。いない場合は年1.5%
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